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１　日本赤十字社活動資金   （単位　円）

連合名 目標額 実績額

豊田 1,821,000 1,872,939

笠間 1,161,400 1,100,830

小菅ヶ谷 1,113,000 860,355

本郷中央 1,299,800 1,365,482

本郷第三 884,600 752,051

上郷西 617,000 627,112

上郷東 644,000 589,224

小計 7,540,800 7,167,993

事務局受付 195,600 147,593

総計 7,736,400 7,315,586

２　区社協協力金　　　　 （単位　円）

連合名 目標額 実績額

豊田 291,360 299,670

笠間 185,824 176,133

小菅ヶ谷 178,080 137,658

本郷中央 207,968 218,477

本郷第三 141,536 133,887

上郷西 98,720 100,338

上郷東 103,040 94,276

小計 1,206,528 1,160,439

事務局受付 31,296 23,535

総計 1,237,824 1,183,974
事務局受付＝連合未加入自治会・町内会　他

※ 令和５年 ８月２８日現在
事務局：栄区社会福祉協議会

栄区桂町２７９－２９
電話　　８９４－８５２１

令和5年度 日本赤十字社活動資金・区社協協力金
結果報告書

区連会９月定例会資料
令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ０ 日
栄 区 社 会 福 祉 協 議 会



第３期健康横浜２１素案のパブリックコメントの実施について 

市民の皆様の健康づくりに関する計画である「第３期健康横浜２１～横浜市健康増

進計画・歯科口腔保健推進計画・食育推進計画～」の素案がまとまりましたので、御

報告します。

素案についてパブリックコメントを行いますので、御理解、御協力のほどお願いい

たします。今後は、パブリックコメントでいただいた御意見を踏まえ、最終案の検討

を進め、令和６年３月に計画を策定する予定です。

１ 協議・検討経過 

第３期健康横浜２１は、令和４年度から策定作業に着手し、本市附属機関の健康

横浜２１推進会議における意見交換を軸に、地域の関係機関・団体や学識経験者と

の協議・検討を重ねてきました。 

２ 第３期健康横浜２１素案 

(1) 第３期健康横浜２１素案パブリックコメント用リーフレット

(2) 第３期健康横浜２１素案冊子

３ パブリックコメントの実施 

(1) 実施期間

令和５年９月 27日（水）～10月 27日（金）

(2) 主な周知方法

ア 地域の関係機関・団体への説明（９月～10月）

イ 市ウェブサイトへの掲載（９月中旬）

ウ 広報よこはま市版 はま情報（10月号）

エ 市役所・区役所でのパブリックコメント用リーフレット等の配布

(3) 意見提出方法

電子申請、電子メール、ファクシミリ、郵送

【添付資料】 

・第３期健康横浜２１素案パブリックコメント用リーフレット

市連会９月定例会説明資料

令 和 ５ 年 ９ 月 1 2 日 

健 康 福 祉 局 健 康 推 進 課

（担当）横浜市健康福祉局健康推進課 

電話:671-2454   FAX：663-4469 

Eメール：kf-kenkouyokohama@city.yokohama.jp 
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いずれかの方法で、御意見をお寄せください。
市電子申請・届出システム
入力フォームはこちらから

市電子申請・届出システム入力フォーム
kf-kenkouyokohama@city.yokohama.jp
045-663-4469
下のハガキを切り取って御利用ください。
切手は不要です。（10月27日 消印有効）

令和５年9月発行

御意見の募集期間

　Eメール、　FAXの場合は、
件名に「第３期健康横浜２1意見」と
明記してください。

令和５年９月27日（水）～10月27日（金）

１

2

3

4

【注意事項】
●

●

●

いただいた御意見は、計画策定の参考にさせていただき
ます。また、個人情報を除き、いただいた御意見の概要
と、それに対する本市の考え方をまとめ、後日、ホーム
ページで公表します。御意見への個別の回答はいたしま
せんので、御了承ください。

御意見を正確に把握する必要があるため、電話や口頭
による御意見は受け付けておりません。

御意見の提出に伴い取得したEメールアドレス、FAX番
号等の個人情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条
例」の規定に従い適正に管理し、本件に関する業務にの
み利用させていただきます。

お問合せ

TEL : 045-671-2454　FAX : 045-663-4469
　 kf-kenkouyokohama@city.yokohama.jp

〒231-0005
横浜市中区本町６丁目50番地の10

横浜市健康福祉局健康推進課

2 3

第３期健康横浜２１（素案）の全文は、横浜市健康福祉局健康推進課ホームページからご覧いただけます。

URL https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kenkozukuri/21/naiyo/3rd/soan.html

次の場所で、第３期健康横浜２１（素案）の全文を冊子でご覧いただけます。　
● 各区役所広報相談係
● 市民情報センター（横浜市庁舎３階）
● 横浜市健康福祉局健康推進課（横浜市庁舎15階）

第３期健康横浜２1（素案）　全文の閲覧方法

第３期健康横浜２１（素案）

Eメール
FAX
ハガキ

〈素 案〉
～横浜市健康増進計画・歯科口腔保健推進計画・食育推進計画～

健 康 横 浜 21
第3期

令和５年 9月27日（水）～
10月27日（金）

皆様の御意見を
お寄せください

募集期間

パブリックコメント

第３期 健康横浜２１とは
横浜市民の最も大きな健康課題の一つである生活習慣病の予防を中心とした、総合的な健康づくりの指針です。
健康増進法に基づく「市町村健康増進計画」を軸に、関連する分野の計画として、横浜市歯科口腔保健の推進に関す
る条例に基づく「歯科口腔保健推進計画」、食育基本法に基づく「食育推進計画」の3つの計画を一体的に策定します。

「共に取り組む生涯を通じた健康づくり」
乳幼児期から高齢期まで継続した生活習慣の改善、生活習慣病の発症予防や重症化予防、健康に望ましい行動を取りやすくする
環境づくりに、市民、関係機関・団体、行政が共に取り組むことにより、誰もが健やかな生活を送ることができる都市を目指します。

計画期間 令和６年度（2024年度） ～ 令和17年度（2035年度）の12年間

基本理念

料金受取人払郵便

差出有効期間
令和５年11月
15日まで

（郵便切手不要）

横浜港局
承認

9352

郵 便はがき

０ ０ ５

２ ３ １ ８ ７ ９ ０

横浜市中区本町６-50-10
横浜市健康福祉局健康推進課

健康横浜２１担当 行

回答されるあなたの情報を教えてください

□横浜市（　　　　　　　　）区　　□市外

□10代以下　 　□20代　 　□30代
□40代　　　 　□50代　 　□60代
□70代以上

住 

所

年 

代

00930651
テキストボックス
 資料１



定期的にがん検診を受ける

ライフステージ別の市民の行動目標 － 市民の皆様に取り組んでいただきたいこと －

取組領域

取組領域 取組テーマ

栄養・食生活

休養・こころ

暮らしの備え

歯・口腔

喫煙

飲酒

健康診査

がん検診

歯科健診

糖尿病等の疾患

食環境づくり

給食施設の栄養管理

受動喫煙防止対策

職場における健康づくり

しっかり噛んで食後は歯みがき

タバコの害を学ぶ・吸い始めない

飲酒のリスクを学ぶ・飲み始めない

早寝・早起き、ぐっすり睡眠

「口から食べる」を維持する

禁煙にチャレンジ

適度な飲酒量を知る・「飲み過ぎない」を心がける

日常の中で「こまめに」動く

定期的に「しっかり」運動する

睡眠の質を高める・ストレスに気付き、対処する

つながりを大切にする

自然災害等の「もしも」の健康リスクに備える

適正体重を維持する

定期的に歯のチェック

１日３食、栄養バランスよく食べる

運動

検査結果に応じた生活習慣の改善・早期受診・治療継続

１年に１回、健診を受ける

屋内で生じる「まさか」の事故を防ぐ

給食施設がその利用者を対象に、食事の提供を通して、健康の保持増進、疾病の予防、望ましい食習慣の形成を
行うことができる環境を整える

健康への関心の有無にかかわらず、誰もが栄養バランスのよい食事を選択できる食環境を、食品関連事業者等と連携し整える

あらゆる場において市民が受動喫煙をする機会を減らす

育ち・学びの世代 働き・子育て世代 稔りの世代

生活習慣の
改善に向けた取組

生活習慣病の
発症予防や

重症化予防の取組

市民の皆様の健康づくりを支えるために、行政が中心となって関係機関・団体の皆様とともに重点的に推進する取組

将来を見据えた健康づくりの強化

職場を通じた
健康づくり

女性の健康
づくり応援

青年期からの
意識啓発

健康を守る
暮らしの備え 食環境づくり 禁煙支援・

受動喫煙防止

健康状態の
見える化と

行動変容の促進
糖尿病等の
重症化予防

健康格差を
広げない取組

地域のつながりで
行う健康づくり

自然に健康になれる環境づくり デジタル技術等
の更なる活用 誰も取り残さない健康支援 地域人材の育成／

活動支援

～共に取り組む生涯を通じた健康づくり～健康寿命の
延伸

〈基本目標〉

健康経営に取り組む事業所を増やす
健康経営の取組により従業員の健康状態が改善したと感じる事業所を増やす

体を動かすことを楽しむ

健康に望ましい
行動を取りやすくする

環境づくり

新たに設定

健 康 横 浜 ２１第３期

取組テーマ 行動目標１ 

基本目標１ 

基本目標2 

行動目標2 

生涯を自分の歯で過ごし、健康を維持していくために「生涯
を通じて食事や会話ができる」を基本目標とし、それを実現
するため、歯科口腔保健にかかる健康行動の中から、２つの
行動目標を設定します。

むし歯・歯周病を予防する

 
口腔機能の健全な発育・発達・維持向上に努める

「『食』を通して健康と豊かな人間性を育み、活力ある横浜を
創る」を基本理念とし、それを実現するため、２つの基本目標
を設定します。

おいしく楽しい「食」や食環境づくりの
推進が、市民一人ひとりの生涯を通じ
た健康を支える（健康増進の視点）

食の多様性や横浜らしい食文化を継承し、食に関する持続
可能な環境を整える（社会・環境・食文化・食の安全の視点）

朝 昼 夜

歯科口腔保健の推進 （歯科口腔保健推進計画）

食育の推進 （食育推進計画）

－ 市民の皆様を取り巻く環境へのアプローチ －環境づくりの目標

第３期 健康横浜２１（素案）について
自由に御意見をお寄せください。

： 新規又は拡充



 

栄福保第  号 

平成 26 年２月 日 

 

 
自治会町内会 会長 様 
 

栄区福祉保健課長 
 

民生委員による「ひとり暮らし高齢者等『地域で見守り』推進事業」実施のお知らせ 

及び「さかえ民児協だより（第 18号）」の周知について 

 
 日頃より、福祉行政の推進につきまして御協力をいただき、お礼申し上げます。 
 次のとおり、各自治会・町内会の皆様への周知に御協力をお願いいたします。 
 
１ ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業について 

  10 月から、各地区の民生委員等が、 75 歳以上の高齢者のみでお住まいの御家庭を訪問し、

日常生活上の心配ごとや緊急時の連絡先等をお尋ねする取組を行います。 
地域の皆様に事業の趣旨を御理解いただき、御協力をお願いしたいため、別添ちらしにて周

知をお願いいたします。 
 
 送付書類：横浜市ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業 実施のお知らせ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ さかえ民児協だより（第 18号）について 

栄区民生委員児童委員協議会 機関紙「さかえ民児協だより（第18号）」を作成しました。 
  地域の皆様に、民生委員・児童委員、主任児童委員の活動を知っていただきたく、周知をお

願いいたします。 
 

送付書類：さかえ民児協だより（第 18号） 

 
 
 

【問合せ先】 

福祉保健課運営企画係 青木 

                     電話：８９４－６９６３ FAX：８９５－１７５９ 

                         Eメール：sa-fukuho@city.yokohama.jp 

区 連 会 ９ 月 定 例 会 資 料 
令 和 ５ 年 ９ 月 2 0 日 
栄 区 福 祉 保 健 課 
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【民生委員の欠員地区について】 

  該当する自治会町内会に送付するチラシ（上部）に、次のとおり注記を入れます。 
 

民生委員が欠員となっている地区の皆様へ 
この事業は「地域での見守り」活動のひとつとして、10～11月にかけて、「民生委員が75歳以上 

の方のみでお住いのご家庭を訪問」するものです。 
   現在、当地区は民生委員が欠員となっています。 

そのため、今回は、「民生委員による訪問」を実施することができませんことを、ご了承くださいま 
すようお願いいたします。 

 
なお、ご心配ごと等がある場合は、最寄りの地域ケアプラザや区役所に、お気軽にご相談ください。 

 



訪問する人 

訪問する時期 

訪問対象 

 

ひとり暮 

らし高齢者「地域で見守り」推進事業のごあんない 

 

～横浜市「地域で見守り」推進事業 実施のお知らせ～ 
 

地域の皆様の身近な相談役として、各地区で 

「民生委員」が活動しています。 

活動の一環として、民生委員が、75歳以上の方の

みでお住まいのご家庭を訪問する取組を行います。 

日常の生活における心配ごとをお尋ねさせてい

ただきます。 

ご協力をお願いします。 

 

 

・75 歳以上でひとり暮らしの方 

・75 歳以上の方のみでお住まいのご家庭（夫婦や兄弟・姉妹など） 
 
※住民基本台帳の情報で、今年度、新たに「ひとり暮らし」等となっている世帯を 

中心に訪問します。 

 

※民生委員と既に面識のある方、介護保険の認定を受けてケアマネジャーと契約して

いる方などは、訪問しない場合があります。 

 
 

 

お住まいの地区を担当している民生委員 

※民生委員が訪問し、お会いできなかった場合、地域ケアプラザ（地域包括支援セン 
ター）や栄区役所の職員が訪問することもあります。 

 

 

令和５年 10月から順次 

 

  さ 

 

 

 

 

75 歳以上の方のみでお住まいのご家庭へ 

民生委員等が訪問します 

《問合せ先》 
  〒247-0005 横浜市栄区桂町３０３－１９  
  栄区役所 福祉保健課 運営企画係 
   電話：８９４－６９６３ Fax：８９５－１７５９ 



 

■ 「地域で見守り」について 

横浜市の事業として、区役所、民生委員、地域ケアプラザ（地域包括支

援センター）が連携・協力し、75 歳以上の方のみでお住まいの皆様のお

宅を訪問し、近況や日常生活上の困りごと、緊急連絡先などをお伺いする

取組を行っています。 
民生委員や地域ケアプラザ（地域包括支援センター）の職員には、法律

で守秘義務が課せられておりますので、個人情報を口外することはありま

せん。 
介護保険サービスの利用方法など個人的なご相談がある場合は、適切に

相談機関へつなぐお手伝いをさせていただきます。 

■ 民生委員について 

 民生委員は法律に基づき、地域からの推薦により、 厚生労働大臣から

委嘱されます。 

高齢者、こども、障害のある方など地域の方が、住み慣れた地域で安心

して暮らせるように、支援を必要とする方の相談に応じ、問題解決に向け

た支援をしています。 
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